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○峰崎直樹君 民主党・新緑風会の峰崎でございますが、厚生労働委員会に出向いて質問

をさしていただくというのはもう十数年ぶりかなというふうに思います。十数年というの

はちょっと間違えましたけど、十二、三年前に福祉機器の問題について一回議論したこと

がございますが、それ以来だと思いますので、どうも勝手がなかなか、とりわけ、この部

屋がちょっと大臣や答弁者と私との間が余りに距離があり過ぎて、これは今の社会保険庁、

厚生労働省と国民との関係とよく似ているなと、こう思いながら、願わくば第一委員会室

で質疑さしていただければもっと迫力ある質問もできるかなと、こう思ったりもしますが。 

 そこで最初に、新聞紙上をにぎわしておりまして、これは厚生労働省にとって大変大き

な問題であります、コムスンという会社ありますね。介護保険に民間企業、とりわけ株式

会社という形態で企業が入ってきている。そのコムスンという会社が介護不正をしたとい

うことで当然行政処分も下ってまいったわけでありますが、このことについて、これ大変

大きな問題だと思いますので、まず大臣、どのように考えておられるのか、どんな処分を

されたのか、明らかにしていただきたいと思います。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 現在、このコムスンは訪問介護を中心としていろいろな介護

サービスを行っている民間の企業でございますが、私ども、従前からこのコムスンの事業

所に対して各都道府県が監査に入っておりまして、そういうようなことでいろいろと法令

に違反するような事案が見付かるというようなことがあったわけでございます。しかも、

その後、処分を逃れるようなそういう行為も認められるというようなことの中で、今この

コムスンに対して、全国の事業所の新規指定及び更新ができないという旨を通知をいたし

たところでございます。 

 詳細につきましては、現在コムスンの事業所を利用されている方々については指定更新

が早くても来年四月以降に来るということでございますので、それまではサービスが提供

され、引き続き安心して利用いただけるということについてしっかりとそれが伝わるよう

にということで考えているところでございます。 

 

○峰崎直樹君 何だか、先ほどまでの答弁は力強かったところもあるんですけれども、全

然非常に何をおっしゃっているのかよく分からないというのがあれです。これは後でまた

福山委員もこのことに対して質問がされるということなんで。 

 どうも、要するに厚生労働省は、介護の不正があった、不正があったからこれを処分し

たと。当然取消しになりますよね。取り消した後が実はまた大問題になっているわけでし

ょう。グッドウィルという一つの持ち株会社の中に入って、そして、別の持ち株会社の中

の日本シルバーサービスというところにこれを譲渡するというんですね。こういうやり方

を取ったということなんです。当然それは、入っていらっしゃる方はもう心配でしょうか



らね。その方々のその介護をずっと継続していくというのは、私は当然何らかの措置をと

られるべきだと思うんですが。 

 こういうやり方をしていったら、グッドウィルという会社は何の責任も、実は不正は犯

したけれども何の責任も取らないで次に自分の会社にそのまま横に移っていったにすぎな

いんじゃないですか。こういうことが許されるんですか、まず大臣、そういうことについ

てどう思われますか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 私ども、そういうようなことを当該会社が公表したと、新聞

等に公表したということについては承知をいたしておりますが、私どものところにそうし

たことについてまだ詳細報告をいただくという段階になっておりませんので、これについ

ては直接今知っていると、認識しているという状況にないのでございます。 

 

○峰崎直樹君 どう思いますかということで、皆さんの、まあ新聞でしか私どももまだ知

りませんが、同省老健局の古都賢一振興課長は、コムスン側からの連絡はないとした上で、

譲渡先はグループ会社であっても法的には問題ない、譲渡先が新規指定の申請をすれば都

道府県が審査をすることになるが、コムスンの役員が入るなどしなければ欠格事由にはな

らないと、こういうことをもうやっちゃっているじゃないですか。そういう意味では知ら

ないということはないはずですよ。まあ恐らくもう年金問題でもうとてもそんなコムスン

の方までレクチャーする暇がなかったのかもしれません。それは同情することにやぶさか

ではないんですけれども、しかし、責任者としてこれは大変な問題だと思いますよ。 

 そこで、こういう問題が起こるがゆえに、実は先ほどから民営化、つまり、私たちは社

会保険庁を歳入庁ということで提起しています。私も歳入庁構想を提起した一人ですから、

そちらに賛成なんですよ。それは、いや、いわゆる、あなたたちは公務員を残そうとして

いるんじゃないかと。いや、公務員として責任を取らなきゃいけない重要な部署というも

のは当然これは責任を取らなきゃいけないから公務員にしなきゃいけない分野は私たちあ

ると思っているんですよ。何でもかんでも民間に下ろせばいいというものじゃないという

のはこの典型的な例じゃないですか。株式会社でしょう、これ。持ち株会社であり株式会

社ですよ。大問題が起こってきた原因というのはこれ、何にあると思います。法務省、今

日突然呼びましたから、法務省はこのことについてどう感じていますか。 

 

○政府参考人（後藤博君） 法務省といたしまして、個別の事案について申し上げること

は差し控えさせていただきます。 

 会社法を所管する立場から一般論として申し上げますと、会社の事業譲渡につきまして

は株主総会の特別決議を経るものとされております。企業グループ内の会社間における事

業譲渡でありましても、特に要件が厳しくなっているということではございません。 

 



○峰崎直樹君 要するに、これ金融ビッグバン、あるいは一九九五年だったでしょうか、

六年だったでしょうか、持ち株会社の解禁をやったんですよ。規制緩和をやって、金融機

関の中でもう持ち株会社でない金融機関は珍しいぐらいですよ。これは田村政務官も来て

いらっしゃいますが、よく御存じです。一般の民間企業だって、純粋持ち株会社をつくっ

て、その下にその子会社をぶら下げていくというやり方をどんどんと広げているんですよ。 

 そこで、法務省、そういう解禁がなされたときにやらなければいけない課題というのは

たくさんあったんです。一つ、企業結合のための連結納税、これはやりましたね。だから、

要するに連結決算、連結納税までは行ったんですよ。ところが、一番肝心なことがこれ抜

けているんですよ。何が抜けていると思います。 

 

○政府参考人（後藤博君） お答え申し上げます。 

 委員御指摘のとおり、企業組織、企業再編の容易化につきましては、商法の改正あるい

は会社法の制定等によりまして規定の整備を図ってまいりました。他方、実態の問題とし

て、近年、企業グループの形成が進展しておりまして、企業グループに関する適切な規制

を行うという観点から、いわゆる企業結合法制の整備の必要性を唱える声があるというこ

とは私どもも承知しております。 

 我が国におきましても、会社法において様々な、例えば親会社の株主による子会社の計

算書類等の閲覧請求等、この観点からの法整備を行っているところでございます。他方で、

企業結合法制に対する対応は、国際的にもその手法、内容が様々であるところ、規制強化

や制度の創設につきましてはかえって企業活動の妨げとなるおそれもあるという指摘もご

ざいます。 

 私どもといたしましても、今後、グループ経営の進展に伴う利害関係者の利益の適切な

保護は重要な課題であると考えておりますので、今後とも実務における問題の状況を勘案

しつつ、企業結合法制の整備については検討を進める所存でございます。 

 

○峰崎直樹君 企業結合法制をつくらなきゃいかぬという問題意識は持っています。これ

をやらなかったら何が一番問題かというと、責任なんですよ。 

 グッドウィルというグループの責任者は、利益を上げることについては自由にその子会

社から利益を上げているんですよ。そうでしょう。そして、グッドウィルという会社の子

会社が犯罪を犯したら、当然そのグッドウィル全体に対してこれは波及しなきゃおかしい

んじゃないですか。波及しないから、自分の別の子会社にこれはやらせてもいいというこ

とになっているんじゃないですか。その責任の逃れる体系がこの持ち株会社を通じてでき

上がっているんですよ。そうじゃないですか。どうですか、法務省。 

 

○政府参考人（後藤博君） 今申し上げました企業結合法制の整備でございますけれども、

企業結合法制は、主に企業グループや結合企業の運営の局面におきまして、少数株主や債



権者の保護の在り方を念頭に置いて議論されている問題であると承知をしております。 

 このような観点から、先ほど申しましたとおり、利害関係者の利益の適切な保護を図る

という観点から、実務における問題の状況を勘案しつつ、企業結合法制の整備については

検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

○峰崎直樹君 もうここは厚生労働委員会ですから、法務省だとかあるいは金融庁の財政

金融委員会じゃないんですけれども。 

 先ほどから議論になっている、民間に任せればうまくいきますよと。民間に任せたら責

任のない、いいとこ取りされるような企業ばかり今増えていっているんでしょう。そこを

穴埋めしないで、今度は社会保険庁を六分割して、はい、民間に下請させますよと。下請

したところがこういう責任感持たない企業だったらどうするんですか、これ。柳澤大臣は

金融担当大臣もやられました。こういういわゆる企業実態の下で本当に任せて大丈夫だろ

うか。大丈夫でないんじゃないんですか。 

 企業結合法制を入れないのは、それは経団連は反対しますよ、それは、責任が問われる

ということだから。だから、あの純粋持ち株会社を解禁したあの規制緩和、大変な規制緩

和だったと思いますが、そのときに同時にやってなきゃいけないものがずっと続いている

からこんな不祥事が起きているんですよ。ちょうど社会保険庁の、このいわゆる年金問題

の番号の、これの問題とよく似ているんですわ。 

 だから、この問題を私たちは法務省に、法務省はやる気ないんだったら、会社法の管轄

は全部もう経済産業省か、あるいは金融庁に移されたらどうですか。 

 いつまでにやるんですか。取りあえず、めどだけは聞いておきたいと思います。いつま

でにこの企業結合法制の整備はやるんですかと。早くやらなければこういうしり抜けの、

いわゆる持ち株会社ばっかりたくさん増えますよと。どうですか。 

 

○政府参考人（後藤博君） お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたとおり、近年の企業グループの形成の進展ということから、整備

の必要性につきましてはそのような指摘があることを承知しております。 

 他方で、どのような規制、制度を設けるべきかという点につきましても十分検討する必

要があるということでございますので、私どももグループ経営の進展に伴う利害関係者の

利益の適切な保護は重要な課題であると考えておりますので、実務における問題の状況を

勘案しつつ検討を進めたい。いつまでということはここの場では申し上げることはできま

せん。 

 

○峰崎直樹君 ということは、ほとんどもうやる気がないということなんですよ。法務省、

会社法の管轄はもう全部、先ほど言ったように譲ったらどうですか。田村さん、どうです。

金融庁として会社法をしっかり受けてやりましょうよ。どうですか。 



 

○大臣政務官（田村耕太郎君） 金融庁の立場としましても、私、内閣府の方もやってい

ますけど、一つ議論があるのが公開会社法というやつで、まあ民主党さんもこれ提案され

ていますし、内閣府の中でも議論していますけど、会社法の中で上場企業にかかわるとこ

ろだけ、昨年できました金融商品取引法と併せて上場企業の公開会社法として、こういう

問題も含めてしっかり整備していくというのは一つの方策として検討していますので、法

務省さんと連携しながら、より良いコーポレートガバナンスがしっかり、いろんな組織体

系の中でも利いていくように頑張ってまいりたいと思いますので、また御指導よろしくお

願いします。 

 

○峰崎直樹君 それで、公開会社法、私たちも今検討していますよ。もう法案の要綱まで

作られているところがあるんです。どうです、田村さん、いつまでにやります、それ。 

 とにかく、これ民間に委託委託というのでどんどん進んでいるんですよ。株式会社は、

待ってましたとばかり利益の対象に、恐らく今、あれじゃないですか、介護だけじゃなく

て医療だとか出てまいりますよ、これ全部。いや、現に、もう民間企業へいったらホール

ディングだらけですよ。世界でこんなにホールディング会社がたくさんあるというのは日

本だけですよ。なぜ多いか。要するに責任は取らなくてもいい仕組みがあるからなんです。

どうです、これを早く直さないと、民間委託の民の字も言っちゃいけないんじゃないんで

すか。田村さん、どうですか。 

 

 

○大臣政務官（田村耕太郎君） 本当に早急にしっかり対応してまいりたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 まあ、時期はいつまでといっても、なかなか政務官にはその権限が与えら

れてないのかもしれませんが、私どもは、これを早急にやってもらわないとできないとい

うことだと思います。 

 さて、コムスンの問題に移りますが、これ、いわゆる不正な利益を上げたわけですから、

それは没収するんでしょうね。そうすると、当然この没収というのは、コムスングループ、

いわゆるグッドウィルグループ、ここに対しては処分は行くんですか、行かないんですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 今回の不正の事実が確認されましたのはコムスンが運営する

介護事務所ということでございますので、今回の私どもの処分と申しますのは、当然、こ

の株式会社コムスンということになるわけでございます。 

 

○峰崎直樹君 持ち株会社はそのところには処分は行かないと、こういうことなんですか。

現行法上は、要するにそういうところは予定していませんと、こういうことなんですね。 



 そうすると、これから起きてくる様々な問題については、絶えず、そういうことが許さ

れれば、これは法の抜け穴としてどんどん行きますよ。いや、現に法の抜け穴だからやら

れているんですよ。厚生労働大臣、直ちにこの企業結合法制をしっかり作って、そしてそ

の責任をきちんと明らかにするような体制をつくってもらいたいと、これを要請すべきじ

ゃないかと思うんですよ。あるいは閣議でそういうことを提案されたらどうですか、ある

いは閣僚懇談会で。どうですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 私ども、この対象の企業の対応の仕方については、冒頭、御

質問に対して答弁を申し上げましたように、今現在、その詳細を知るところではないわけ

でございますが、今の委員の基本的な考え方、一般的な考え方については、私ども首肯す

る面が多いなと思いながらお聞きいたしておりましたので、田村政務官もいらっしゃるこ

とですが、また政府部内で適切な機会をとらえて、この検討の俎上にのせるべく発言をし

てまいりたいと、このように考えます。 

 

○峰崎直樹君 いずれにしても、もう私、十二時でやめてくださいということなんですが、

この問題で最後終わりたいと思いますが。 

 コムスンのこの事件が起きたら、ほかの株式会社で介護事業やっているところの株価が

上がったなんていう、何だか私の方からするとおかしな現象が起きてきているわけであり

ますけれども、いずれにせよ、いわゆる民が民間で、すなわち社会保険庁を民間に、公務

員から民間に変えるから体質が変わるという、そういうおっしゃり方をされていましたけ

れども、少なくともこういう出来事が起きてきているということを考えると、民間に任せ

るということはとんでもないことを起こすなと。そして、それに対する本当の実際の責任

者は処罰をされない、責任を追及されない、こんなおいしい制度があるんだなということ

だけは理解をしておいていただきたいと。そして、それを直すのを早くやっていただきた

いというふうに思います。 

 ちょっと十二時までは三分早いんですけれども、大変申し訳ないんですけれども区切り

として、昼からは本題である年金の方に移っていきたいと思いますので、この辺で私の質

問を午前中終わらせていただきたいと思います。 

 

○委員長（鶴保庸介君） 午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時から再開することと

し、休憩いたします。 

   午前十一時五十七分休憩 

     ─────・───── 

   午後一時開会 

 

○委員長（鶴保庸介君） ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 



 委員の異動について御報告いたします。 

 本日、山本保君が委員を辞任され、その補欠として弘友和夫君が選任されました。 

    ───────────── 

 

○委員長（鶴保庸介君） 休憩前に引き続き、日本年金機構法案外二案を議題とし、質疑

を行います。 

 質疑のある方は順次御発言願います。 

 

○峰崎直樹君 午前中に引き続いてまた質疑をさせていただきますが、その前に、法務省

からお見えになっている方について、私、先ほど非常に厳しいことを言いましたけれども、

是非大臣にもしっかりと伝えていただきたいなということを申し上げて、法務省からの政

府委員の方は今日これで結構でございます。 

 

○委員長（鶴保庸介君） 後藤審議官、退席していただいて結構です。 

 

○峰崎直樹君 それでは年金の問題に移っていきたいと思いますが、冒頭、実は柳澤大臣

の方から、この五千万件の宙に浮いた年金記録問題、これについて、今までこの委員会に

出さなきゃいけないデータというものについて、残念ながら具体的な数字が出ませんでし

た。私も、そのことを実は最初に冒頭、聞こうかと思いました。 

 そこで、時間も余りありませんので、この年金の宙に浮いた問題についての最大の争点

は何だろうかなというふうに私ずっと見ていまして、先日の党首討論で、小沢代表とそれ

から安倍総理大臣とのやり取りの中で、やはりこの年金記録をいろいろこれから精査をさ

れる、統合される、そしてどうにも物証がない、あるいは証拠がない、こういう方々で、

どうもやはり状況を見たらこの方の言い分があるんではないかというようなことについて

の、これは挙証責任をどちらが持つのかということについての、私は非常にそこがポイン

トじゃないかというふうに思っているんです。 

 その前に、今度の法案には記載をされておりませんが、この問題について政府の方は、

第三者委員会を設けて物証のない年金記録の調査に当たると、こうされているわけです。

この第三者委員会なるものはどういう法的な根拠でもって置かれるのかということについ

て、まずお聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 今回、私ども、年金記録の問題についていろいろと国民の皆

様に御心配をお掛けいたしております。 

 そういう中で、御自身には納付の記憶がある、しかし記録は別に持ち合わせていない、

そういうことで申出をされて、当然のことながら社会保険庁の方に記録があるはずだと、

こう言ってこられた方が、実は社会保険庁の方にも記録がないと、こういうことで、いろ



いろとこれまで我々の方も対応をさせていただいてきました。 

 もとより、当初は非常に社会保険庁における対応が不親切だというようなことで御批判

もあったことを我々十分反省しまして、できるだけ親切に、また丁寧に調査をさせていた

だくということで、峰崎委員には初めてお答えしますので、我々、三段構えのそういう調

査をいたしておるわけでございます。 

 しかし、その一番上の本庁における調査のチームによる、これはかなりベテランでいろ

んな事情に通じているという者で構成しているわけですけれども、そういう方々のこれま

での調査についての経緯の見直しみたいなものをさせているわけですけれども、今回新た

に第三者委員会というものでもって、そうした言わば当事者の言い分が対立したままにな

っている、対峙したままになっている、そういうような場合に、言わばこの当事者とは違

う第三者の立場からこのお訴えをよく聴いて、公正な立場で、また有識者としての立場で

御判断をいただくと、こういう機関をつくらせていただいて、この問題の解決に資そうと、

こういう考え方でございます。 

 今委員から、その第三者委員会はいかなる法的な根拠に基づくものかというお尋ねでご

ざいますが、これは、私ども格別に法的な根拠を設けて設立するということの仕組みには

なっておりません。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、法的な根拠がなくて、そして、そこで判断をして裁定をして、

この方は年金を復旧しましょう、こうした方は駄目ですよと。こういうものは、法律に基

づかないでそういうことができる権限というのはあるんでしょうか。どうでしょう。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 私どもとしては、やはり裁定というものは、これは社会保険

庁長官ということに裁定権者はなっているわけでございまして、そういうことですが、事

実上こういうことで、我々の記録の体制のいろいろな問題からこうしたことが起こってい

るということでございますから、これを現実問題として処理していくということのために、

第三者の御意見を聴くということで裁定にこれを生かしていこうと、こういうことでござ

いまして、現実の処理ということのために考えた措置だということでございます。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、この委員会はどこに置かれて、どういう設置基準で、そして、

今、社会保険庁長官の権限を委任するのかしないのか、こういったことがはっきりしない

と、この委員会というのは一体何だろうねと、そこへ持っていっても本当にやってくれる

のかねと、あるいはそこのやっていくときの委員の方々は国会の同意人事になるんだろう

か、どういう人選を選ぶんだろうか、こういったことについては何にも明らかになってい

ないじゃないですか。 

 これは、私たちこのことを、じゃ、その最終的な出す出さないの裁定を、保険を、この

宙に浮いたものを、これを復旧するときに、こういうあいまいなもので権限を与えるとい



うのは、これはちょっと無責任じゃないかなというふうに思うので、この点は私はやはり

どうしても納得できないなというふうに思えてならないんですけれども、改めて、大臣、

これはもっとそういった形できちっとした性格付けをしないと私はまずいのではないかと

思うんですけれども、その点、いかがでございましょうか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） これは、要は、社会保険庁長官の裁定、あるいは実際、記録

の訂正による再裁定の裁定ということにさせていただきたいのでございますけれども。 

 そういうことでございますが、やっぱり社会保険庁の下でいろいろとこれまで努力して

きたことに加えまして、そういう機関と申しますか、そういう諮問の機関を置いて、そし

て、いろいろ総合的な、また丁寧な立場、それからまた第三者の立場、こういうようなも

ので御意見を聴かせていただくということでございまして、したがいまして、我々の言わ

ば足らざるところについて気配り目配りというものを十分にしていただいた上で御意見を

言っていただく、我々としてはそれを尊重して裁定につなげさせていただくということで

ございまして、現実の問題の解決のためにこうした仕組みを取らせていただくということ

でありまして、これは我々としては、社会保険庁長官の裁定というものをより国民から信

頼していただけるように、この今起こっている記録の問題についてこうしたことを考えて

いるということでございます。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、これは具体的には、職種で構いませんから、どういう方を委

員に委嘱されようとしているんですか、何名ぐらいの委員で。ちょっと角度を変えてお話

聞きますが、その点はいかがなんでしょうか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） これは、今現在、この委員会を私どもとしては社会保険庁内

に置いていただくのがいいんじゃないかと、こういう考え方を取っているわけであります

けれども、今このように社会保険庁内に置くということが、せっかく第三者の機関を置き

ながら、相変わらず社会保険庁がいろいろと資料提供等で方向付けをしていくと、この特

に記録問題に関する事案だけでございますから、そういうようなことになってはというこ

とでございまして、別途の考え方もあり得るということで今検討をしているところでござ

います。 

 

○峰崎直樹君 さっぱりよく分からないですね、これ。こういうところで実は大切な年金

が裁定が下されていくということについて、どうしてもこれは私は納得できないので、こ

の点はどうしても今の答弁では、私どもは国民の皆さんに責任を持って答えることできな

いんじゃないかと思うんですね。 

 これ、ちょっとまた角度を変えていきますが、今私たち民主党の中で、この年金の問題

についてのいろんなファクスをいただいたりあるいはメールをいただいたりして、大変た



くさんの来るわけであります。消えた年金記録一一〇番と、こういうふうに呼んでいるん

ですけれども、そこの中には、本当にああこれはひどいなと、時間があれば読み上げたい

ところがたくさんあるんですけれども、もう、それがもう何十通あるいは何百通、そして

手紙その他も参ります。 

 この勢いでいくと何十万件も、どのぐらい来るのかという予想が付きませんけれども、

私の記録はないけど、証拠はないけれども、私は確かに払っているんだと、もう一遍調べ

てもらいたいというような方が、何十万、何百万という方がこれ来られたときに、その第

三者委員会で直接調べるんですか。それとも、先に一回は、それは社会保険事務所の窓口

で取りあえず窓口の担当官との間でやり取りをして、そして、いやどうもよく分からない、

じゃこれは第三者委員会に上げると、こういうことなんですか。そこら辺の実際の実務を

どういうふうにやられるんですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） ちょっと先ほど触れた点でございますけれども、私ども、ま

ず現在の手続のうちでどこにこの第三者委員会を位置付けるかという観点で御説明させて

いただきたいのでございますが、まず何といっても社会保険庁の窓口に、社会保険事務所

の窓口においでいただきたいと、このように思います。そして、まず第一段階はオンライ

ンのスコープの上で記録を見ていただく。これであれば、もうそれで解決でございます。 

 それから、それでないということになって、そして、その場合には照会の申出というか

申請をしていただきますと、今度は社会保険庁内でございますけれども、その方の、先ほ

ど申しましたようなオンラインの記録の土台になったいろいろな資料、原資料です、つま

り、オンラインのコンピューター上のファイルにする前の資料、こういうものがいろいろ

諸種ございます、そういうものに当たっていただく。これはかなり手間も掛かる場合もあ

るんです。関係の市町村に行って市町村の受付の名簿まで当たっていただくというような

ことをやりますから、そういうことをやる。それを第二段階にして、それでまた御返答す

るわけです。 

 それでもなおまだいろいろ見付からないと、一部しか見付からないとかというようなこ

とがあるわけでございますけれども、そういう場合には、今は本庁で、先ほどちょっと申

し上げたようなそういう専門家の集まったチームが編成されておってその問題をいろいろ

吟味していただくという仕組みになっているんですが、今回はそれに言わば代えるような

形で第三者委員会というものを設置させていただいて、そこで、言わば、ですから今のチ

ームは言わばいろいろ御下命があって、ここはどうだ、あれがどうだというようなことを、

御下命があればでございますが、そういうようなことを調べるというような立場で、今度、

第三者委員の方々にお求めになるいろんな資料、背景の資料、周辺の関連の資料もいろい

ろ御提示をさせていただいて、そこで総合的な見地から御判断をいただく、そういうよう

な結果を我々は今度の裁定に生かさせていただくと、こういうような仕組みでもって現実

の問題の解決に当たっていこう、こういうことでございまして、したがって、第一段階、



第二段階というところは変わらないというふうに御理解をいただければと思います。 

 

○峰崎直樹君 何か金融庁長官時代の柳澤さんを思い出して、もう本当に説明が右行った

り左行ったりしてよく分からないことがありますので、端的に答えていただきたいなとい

うふうに思います。丁寧に答えておられるんだろうと思いますが、非常に分かりにくい答

えになっています。 

 それで、細かいやり取りのことよりも、私は基本的に、いろいろ手続を取った、そして

最終的にどうも証拠がない、物証がない、しかしこの方の言っておられることはどうもや

はり間違いないんじゃないのかなというふうに思えると、蓋然性が高い、その議論を衆議

院でやっておられます。 

 最終的に何が問題になったかというと、安倍総理がおっしゃったように、じゃ、民主党

さんの言っているのは申請してきた方には全部出しなさいということを言っているんです

かといったら、全部出せと言っているんじゃないんですよと、いろいろ挙証責任というの

を、最終的に我々国民の側、つまり今まで掛金を納めた側に求めるんではなくて、最終的

な挙証責任はこれは社会保険庁、国がこれは挙証責任を持つんですよ、こういうふうに転

換をすべきじゃないですかということを言っているんです、最後のところまで。 

 ですから、この新しい、先ほど、あいまいもことしている第三者委員会の態度、姿勢も、

これは挙証責任は最終的には国があるんだというふうに転換をするかしないか。ここのい

わゆる姿勢について、ここで、この議会の場できちんと方向を出さなかったら、実はその

第三者委員の方も、それは挙証責任は今までどおりでいけば、これは国民年金法あるいは

厚生年金の法律に従えば、申請届出主義に基づく記録管理体制と、こうなっていたわけで

すね、今まで。それを変えなきゃいけないんですよということを明確に、大臣の口から出

るか出ないかなんですよ。そこのところがあいまいだったら、どなたがやられてもきっと、

これは証拠がないなと、しかし、どうもおっしゃっていることは正しいと思うんだけどな

と思えても、実はそれについて、いや、これはなかなかどっちの立場に立っていいか分か

らぬねと、こうなっちゃうんですよ。 

 どちらの立場に立っているんですか。最終的な挙証責任は国にあるんですか、それとも

いわゆる年金を納めた方にあるんですか、どっちなんですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 専門的ないろいろ挙証責任についての法理論というのは、私

ここでちょうちょう論ずるつもりもないし、またそうしたことを申し上げることでもござ

いませんけれども、いずれにしても、この問題というのは、両方でいろんなことを申し上

げる、それで共同して真実に近づいていく努力をするということが基本であると思います。 

 それは一般の私法、民事でもやっぱり基本的には、ここに法律の専門家もいらっしゃる

かもしれませんが、私はそうしたものだろうと、こういうように思うわけでございまして、

そういう考え方に立っておりまして、私ども、挙証責任が国民の側にあるとかあるいは社



会保険庁の側にあるというようなことを申し上げているわけではありません。 

 ですから、我々がこれ、いずれ第三者委員会がスタートをするときに、いろいろまたそ

うした考え方の基準というものも、いろんなある程度問題の所在というものを御説明させ

ていただきながらお考えいただくことになると思うんですけれども、その場合でも我々が

最後に言うところは、国民の側に立ってお考えいただきたいということは付け加えて言う

つもりでございますが、それが即、この立証責任というか挙証責任というものの転換とい

うような、そういうリジッドな法律論とつながる形で我々申し上げるということよりも、

実際にこの問題を解決をしていただく上で、こういうことでお願いしたいということを申

し上げることになろうと思います。 

 

○峰崎直樹君 大臣、今、日本のこの年金制度、物すごく危うい存在になっているんじゃ

ないですか、制度そのものが。消えた年金記録、未納がどんどん増えている、社会保険庁

の不祥事の問題たくさんあったと。国民の皆さん方は、本当に自分の年金というのは一体

大丈夫なのかな、安心なのかなという、制度の根幹が揺らいでいるんじゃないですか。そ

ういう認識をお持ちですか、お持ちでないですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 私は、年金の問題というのは実態面と、今委員がお触れにな

られたこの事業運営の運営面と、この二つがあろうと思っております。 

 年金の制度の実態面については、十六年の年金改革でもって、私どもは、持続可能なそ

ういう年金制度というのはかくかくしかじかの措置によって確保されるということになり

ますということを御説明させていただいたわけでございます。しかし、一方の年金の事業

の運営というものを社会保険庁でこれまでやってきたわけでございますけれども、これに

ついては、今委員もお触れになられた数々のいろんな不祥事、そういうようなこと、それ

からまた、このところ国民の皆さんから多大の関心を寄せ、また不安も募らせているとこ

ろのこの年金記録の問題、この問題によって私は非常に国民の皆さんに心配を掛けている、

不安を募らせているということは、私も本当にそのとおり認識をいたしておりまして、こ

の点についてはおわびをして、もう早くにこの問題の解決を図って信頼を回復したいと、

こういうことを考えているわけでございます。 

 

○峰崎直樹君 おわびをしたいと、信頼回復に努めたい、国民の立場に立って最終的に判

断していきたい、そうですよね。 

 私は何でこの話をするかというと、このいわゆる五千万件に及ぶ、あるいは今日の新聞

によれば更に増えるかもしれないと言われているけれども、そのいわゆるどこに行ったか

分からないこの記録について、大体これ全部、最大限、これを申請されてきた方々に照ら

し合わせて、最終的にどの程度、質問ではこういうふうに言っていますが、その年金記録

について、もしこれが全額支払わなければならないとしたら、概算でどの程度の財源が必



要になるんですか。 

 これは、実は今朝の質問の要旨の、出てきて、本当はその数字をもらえればあれなんで

すけれども、どのぐらいだというふうに、大臣、概算で、この場合は概算で結構ですが、

考えておられるんでしょうか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） この問題は、先ほど私が冒頭発言させていただいたように、

今の私どもの利用させていただいているこのコンピューターによるシステムというものが

非常に古い型のシステムでして、そうして、そういうようなことをもし抽出するという、

析出するということになると、新たなプログラムを組んでそのコンピューターに働き掛け

ないと、ディマンドしないといけない、要求しないといけない、コマンドですね、そうい

うシステムなのでございます。 

 したがいまして、今現在そのことに、先生にすぐにお答えする用意がないと、大変恐縮

ですが、お答えできないということでございます。 

 

○峰崎直樹君 今、年金制度に対する運営の問題をめぐって、私は事業の根幹でも不信感、

信頼感が失われているところはあると思っていますけれども、要するに、国民にとって大

切なこれはインフラなんですね。社会的共通資本というふうに言い換えてもいいと思うん

です。これが今揺らいでいるんですよ。 

 ちょうど同じように、過去揺らいだ問題があります。柳澤大臣が担当された金融です。

バブルの後に大手の銀行が、名立たる銀行が全部不良債権を抱えて、あっちもこっちもい

ったわけですよ。金融担当大臣、もう既に、今まで何兆円あるいは何十兆円お金を入れた

んでしょうか。そして、もう既に、これは返ってこない、もう確定したいわゆる国民の税

金、失われた税金はどのぐらいの金額に今上っているんでしょうか。 

 

○大臣政務官（田村耕太郎君） 峰崎先生御案内のとおり、一口に公的資金と申しまして

も、資本増強、資産買取り、金銭贈与、その他含めました資金援助全部、あえてトータル

しますと四十六兆七千億円、これに上ります。また、そのうち現時点で国民負担として確

定している部分は、これペイオフのコストを超えた部分、この金銭贈与なんですけど、こ

れが十兆四千億円となります。この部分、この差額につきましては、預金保険機構、整理

回収機構、両機構が国民負担をできるだけ極小化する、このためにしっかり回収に取り組

んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

○峰崎直樹君 四十六兆費やしています。恐らく優先株で少し上がって返ってくるやつも

あるかもしれない、プラスになっているかもしれない。まあ、それは除きましょう。しか

し、もう既に十兆円を超えて返ってこないお金があります。何のためにこれをやったんで



すか。銀行を救うためにやったんですか。柳澤大臣、これ銀行を救うためにやりましたか。

お答えください、簡単に。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） これは預金者保護のために、要するに銀行にこの資金、穴の

空いた、まあ贈与という形を取りましたけれども、それを注入することによって預金者の

預金の払出しというものに支障がないようにいたしたということでございます。 

 

○峰崎直樹君 もっと言ってくださいよ。金融システムが、金融恐慌が起こるかもしれな

いと。金融システムを守らなきゃいけないから、この二十兆、三十兆、四十兆という金額

を用意して、そして、具体的、現実にそれを適用したんでしょう。これも実は国民にとっ

て重要なインフラだから、我々も、いろいろ意見があったけれども、この公的資金の注入

ということは認めたんじゃないですか。 

 今、年金制度も同じようになっていて、しかも、どちらに責任があるかということはも

うはっきりしているんじゃないですか。納めた人に責任があるんですか。それともそれを

きちんと管理しなかった側の方に主たる責任があるんですか。それはもう明確なんじゃな

いですか。だとすれば、いろいろ衆議院段階で議論になっているときに、挙証責任が国の

側にありますねと言ったときに安倍総理はこう言ったんですよ。じゃ、あなた方は申請し

てきた人に全部それを認めるんですかと。私たちは、その物証が全然なくても、その蓋然

性が高いと思われるような人たちに対してはこれは支払うべきだと。そして、それは間違

っていますよ、あなたは払っていませんよという挙証責任は国の側がやるべきですよと、

こういうふうに私たちは考えているんですよ。 

 そのときにモラルハザード問題が起きる。もちろん私も起きる可能性があると思います

よ。どの世界だって脱税だとかというのは、日本は脱税天国だと言われている。そのとき

に、脱税した場合には厳罰で本当は臨まなきゃいけないんですよ。アメリカで脱税という

のは、およそその次の仕事が、自分の仕事がもう駄目になってしまうぐらい厳しいという

ふうに言われています、その脱税に対してはですよ。まあ節税というのがあるかもしれな

い。こういうモラルハザードが起きるんであれば、起きる可能性があるんであれば、それ

は罰則によってきちんと担保をすれば、私たちは性善説に立ちながら、もしそれを裏切る

ようなことがあったら厳しい罰が待っていますよと、これで解決できるんじゃないですか。

どうですか、柳澤大臣。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 私どもも、今回のことについてはとにかく、まあ物証があれ

ばそれにこしたことはないわけですが、物証がない場合でも、周辺の事情、あるいは関連

する事情、こういうようなものをよく丁寧にお聞き取りをさせていただいて、そうして適

切な判断をしたい、その判断に当たっては基本的に国民の側に立って考えたい、こういう

ことを申し上げているわけでございまして、そうしたことを当事者の立場から距離を置い



た第三者の有識の方々によって的確に遂行していただくということを期待して、今回この

ような措置をとらせていただくということでありまして、その方向性において峰崎委員と

私どもがそんなに違ったものではないんじゃないかなと思いつつ、今委員の御発言を聞い

ておりました。 

 

○峰崎直樹君 違うじゃないですか。ずっとお話ししていてですね、最終的には、もう最

後の、最後のところに来たところは、私は挙証責任は政府が負いますと。 

 角度を変えます。あっ、金融担当の、結構でございますので、委員長、田村政務官、お

引き取りください。 

 

○委員長（鶴保庸介君） どうぞ、よろしければお引き取りください。 

 

○峰崎直樹君 それで、もう私も時間が余り多くありませんので、この挙証責任のところ

を別の角度から言いますよ。 

 今まで私たちに年金の様々な過去のデータ、これは過去債務ですよとか、いろんなこと

を、データを取ってくるときに、この五千万件の宙に浮いた年金記録のデータというのは

カウントされていたんですか、カウントされていないんですか、マクロでお答えください。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） これは、十六年のときの財政改革に伴う年金財政の計算のと

きにも、基本的には納付される保険料というものを基本として負担と給付の関係の計算を

し、その見通しを出すわけでございまして、その納付されている保険料というものの中に

は当然これも含まれているということになっております。 

 

○峰崎直樹君 だとすれば、このいわゆる国民が納めた納付記録というのは、当然それは

年金給付となって跳ね返ってくるときのカウントされているわけですよ。そうすると、こ

れをある意味ではいろいろ突き合わせして、最終的に当然出てくると思うんです。そうし

たら、それは元々国民の年金の掛けた財源であり、当然、それはだれのものか分からない

けれども、一般論で言えば、それは払わなきゃいけない財源なんじゃないですか。 

 だとすれば、それはまず払って、間違った人がいれば、それは罰則付きで返還させる。

これで筋が通るんじゃないんですか、国民に対して。どうですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 基本のところはそのとおりでございまして、以下は峰崎委員

に対して釈迦に説法のようになりますけれども、年金というのは掛け捨てになる方もいら

っしゃるし、自分が納めた保険料以上に給付をいただく方もあると。そういうような形で

成り立っているということもちょっと念頭に置いていただきたいというのが、私、大変恐

縮ですけれども、お願いでございます。 



 

○峰崎直樹君 確かに、それは二十五年というその掛金、それを足りなければ本当に支給

されないという、権利として当然確定するかしないかというのは個々に決まってくること

は私もよく知っております。しかし、問題は、今、国民皆年金ということで国民の皆さん

方が私は納めたんだと、そして現実にその年金をもらいながらその分が不足をしているん

だとか。 

 当然、お願いしたいのは、今、年金もらえないというふうになっちゃった人も、例えば

二十三年八か月、私も実は国民年金、今から三年前の選挙で、大変恥ずかしい話なんです

が、未納だった一人なんです。幾らそのときまで払っていたかというと、二十三年八か月

だったんです。ああ、このままだったらもちろん二十五年に達しないなと。厚生年金にも

もちろん入っていましたけれども。そうすると、こういう二十三年八か月なんという人は

ざらに出てくると思うんですよ。 

 そのときに、もらえない、自分は無年金だと思った方も、実はひょっとしたらその昔に

二年ほど掛けていたかもしれない、死んだ母親がそういえば掛けてくれたかもしれないと。

調べに行ったけれどもなかったとか、そういうのが出てくると思うんですよ。そういうと

きに、どういう対応をしなきゃいけないのかというときに、先ほども何度も強調している

んですけれども、そういう無年金の、権利が取れなかったと思われる方も、取れるかもし

れない方にも私は手当てが必要だと思うんですよ。 

 そういう意味で私は、いま一度言いますけれども、もう安倍総理がああいうふうにおっ

しゃったから総理以上のことは言えないのかもしれませんけれども、私は挙証責任という

ものは、この機会に、最終的には国が負いますと、そしてそれに違反をした人が、挙証責

任で我々が見付けたら、それについては追徴すると同時に罰則も付きますよと。こういう

システムを是非、窓口にも言わなきゃいけないですよ、社会保険事務所の窓口にも。そし

て、この第三者委員にもそういう観点でやってくださいねというふうにやらないと、恐ら

く私は、この問題は、本当に不幸な方々を救えないんじゃないかというふうに思いますよ。 

 是非、そういう観点でやっていただきたいと思いますので、最後にそのことをお伺いし

て、私の質問は終わりたいと思います。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 私どもは、これまでの第一段階の調査、それも今までとは気

持ちを入れ替えて本当に親切にやらなくちゃいけない、丁寧にやると。それから第二段階

の調査、これももう徹底的にやると。それから第三段階におきましては、今申したような

新しい方々による御審査というものをお願いする、そして、しかもそのときには国民の立

場に立ってということをお願いしたい、このように考えておりまして、そういうことで、

非常に国民の皆さんの信頼を揺るがせているこの年金記録問題の解決を一生懸命やらせて

いただきたいと、このように考えております。 

 



○峰崎直樹君 前を見たら十三時五十一分までいいということで、見たら十二、三分あり

ますので、まだ残っておりますので、実は先ほどの前言を取り消していただきたいと思い

ます。何をか勘違いしておりましたので、大変失礼いたしました。 

 じゃ、そこで次に、今度のいわゆる、ちょっと細かいやつはもう除きます、いわゆる事

務費の流用問題ということについてちょっと移っていきたいわけでありますが。 

 その前に、社会保険庁には、ＩＴ調達に関するＣＩＯを任命しておりますでしょうか。 

 

○副大臣（石田祝稔君） 社会保険庁につきましても、ＣＩＯ補佐官の役割というのは、

全省庁的な立場で業務システム最適化の進捗管理を行うと、こういうことでございまして、

厚生労働省では、現在、四名補佐官を任命いたしております。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、社会保険庁の、いわゆるＮＴＴデータに今発注してレガシー

システムを使っていらっしゃいますが、今度、この年金記録、またコンピューターを使わ

れるということなんですが、それはどこに発注されるんですか。 

 

○副大臣（石田祝稔君） どこに発注するかということになりますと、これは最終的にま

だこの場でお答えすることはなりませんけれども、どこのところが一番最適にやっていた

だけるかということは、当然検討していかなきゃいけないと思います。 

 

○峰崎直樹君 ＮＴＴデータに今、ばあっとたくさんの、私も見に行ってきました、先日

三鷹に行って。ここにあるんですよって壁の向こうから見せてもらいました。入れないで

す。社会保険庁の人でも入れる人って、もう限られたＩＤカード持っている人しか入れな

い。それを使うんでしょう。そうしたら、もうこのＮＴＴデータに丸投げするというのは

はっきりしているんじゃないですか。 

 

○副大臣（石田祝稔君） これは調達をどうするかということになると思いますけれども、

私もいろいろと決裁をする中で、著作権の問題だとかこういうことを考えてみると、また

委員御指摘のように、過去のいろいろな累次のデータ蓄積と、こういうことを考えれば、

やはりＮＴＴデータにお願いするようになるのではないかと、こういうふうに思っており

ます。 

 

○峰崎直樹君 そのとき、ＩＴのＣＩＯは何をなさるんですか。 

 

○副大臣（石田祝稔君） これは先ほどお話ししましたように、ＣＩＯ補佐官というのは

厚生労働省で四名任命しておりますけれども、外局である社会保険庁についても支援、助

言等を行っていただくと、こういうことになると思います。 



 

○峰崎直樹君 いやいや、そういうことを聞いているんじゃないんです。外注するときに、

どのぐらいの時間数でどういう人でこの作業はやるのかという見積りを各社から取って、

そしてそれの要する費用はどのぐらいなのかといった、そういう正に調達をするときの競

争だとか、そういうことはおやりになるんですか、どうですかと聞いているんです。 

 

○副大臣（石田祝稔君） この問題につきましては、庁内のシステム検証委員会を設置を

して、専門知識を持つプロジェクトリーダー、ＣＩＯ補佐官等の参画を得てシステム開発

の必要性、開発規模の妥当性の検証を行っていくと、こういうことにしたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 そういうものについての内部の、もちろん競争させるわけでしょうから、

そういうデータというのは当然国会に明らかになるんですか。 

 

○副大臣（石田祝稔君） ちょっと御質問の趣旨を取りかねているかもしれませんが、そ

ういうデータというのはどういうことを指して言っていらっしゃるんでしょうか。済みま

せん。 

 

○峰崎直樹君 要するに、このＮＴＴデータはこういうシステムで、こういう何人工の仕

事でこういう作業をおやりになると。別のそういうシステム会社はこういうことで来てい

るというような、比較できるような対照表で実はかくかくしかじかだからこちらにお願い

いたしましたと、こういういわゆる競争条件というものが明示されるのかどうかというこ

とです。 

 

○副大臣（石田祝稔君） 全部をすべての数字というわけにいかないかもしれませんが、

結果についてはお知らせができると、このように思っております。 

 

○峰崎直樹君 全部ではないけど、結果はお知らせできると。いずれにせよデータを、そ

ういった情報を是非出していただきたいんですが。 

 そこでお尋ねするんですが、こういう今度のあれに掛かってくる費用というのは一体ど

のぐらい掛かるんだろうかと。そして、その費用は社会保険の年金の今までの掛金の中か

ら出すんだろうか、それとも税金の方から出てくるんだろうか。この点は、どのように考

えていらっしゃいますでしょうか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 今回、この記録問題が起こりまして、この問題を解決するた

めということでございまして、私どもとしては、この問題を解決するというのは従来のル

ーチンの業務及び経費というものとは別個のものだというふうに位置付けたいと、このよ



うに考えております。 

 そして、今回の問題に発するところのこの別個の経費の負担につきましては、これは一

切保険料からこれを充当するということは避けたい、もうあってはならないと、このよう

に考えておりまして、ではどうするかということですけれども、これはまずもって社会保

険庁、あるいは場合によっては厚生労働省のいろいろな一般の経費というものを節減する

ことによりましてそういうものを調達してまいりたいと、このように考えているところで

ございます。 

 

○峰崎直樹君 いわゆる庁費といいますか、厚生労働省のいわゆる内部のコストといいま

すか、財政の中でやっていける範囲でこの問題は終わるんですか。どのぐらいになるとい

うふうにごらんになっているんですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 私どもといたしましては、これは契約あるいは契約による支

払の方法というもので年度会計との調整というものが必要だというふうに思いますけれど

も、当面この十九年度につきましては、私どもそうした既定の経費の節減でもってその必

要な予算を確保してまいりたい、こういうように考えております。 

 また、次年度以降についても財政当局との折衝の問題は残しますけれども、基本的にそ

ういった経費の節減努力というようなもので賄えるようにやっていかなければならないと、

このように考えております。 

 

○峰崎直樹君 実は今回限りとこういう、おっしゃられているわけですね。今回限りとい

うのは、今年度って来年の三月三十一日で終わるんですか。まだ来年度のこともございま

すよね。 

 そうすると、来年度のことも実は経費の削減の中でやっていくということなんですか。

もう単年度主義ですからね、予算というのは、いいか悪いか別にして。私は余り単年度主

義、よくないと思いますが、憲法の規定もあるんでしょう。 

 そうすると、この年度で終わらないでずっと作業が続いていくときも、その費用は来年

度のことまでもう既に、あれですか、それはやはり経費の節減で、国の財政の方から支出

します、こういうことなんですか。 

 

○国務大臣（柳澤伯夫君） 私ども、これまでの御答弁におきましても明らかにいたして

おりますけれども、まず、先ほど申したようにレガシーなシステムでございますので、こ

れに対してコマンドをする新しいプログラムをつくらなければならない。これをどの時期

までにできるかということも一つ問題でございますし、それからまた、現実の、少し手作

業が入る名寄せの事業、あるいはさらに、私ども、発送の事業、確認の事業、それからま

た、今のオンラインのデータとそれがよって来るところの元のデータとの照合の作業とい



うものも今回の記録問題の解決策、対応策の一つとして想定をいたしております。 

 これらの作業というものがすべて今年度に終わるということを考えていないわけでござ

いまして、前者の五千万件の問題については、今年、来年程度で終わりたいと、こう思い

ますが、しかし、これもまた、実際の受け手である国民の皆さんの対応いかんによって時

間がそこで収まるかどうかという問題が残ります。 

 それからまた、先ほど言ったオンラインのデータとその元の資料との突合というのはか

なり時間も掛かるということで、今めどを申し上げられないということを申し上げている

わけですけれども、これらについても必要な費用というものが生ずるでございましょうし、

その言わば費用の負担という問題が生じます。 

 これらについての基本的な考え方として、私は今申したようなことを考えて、まず保険

料に、もって充てるというようなことは、これはもう全く考えないということでございま

して、そして一般の国庫財源を充てるという場合にも、でき得る限り既定の経費の節減を

もって充てると、こういう基本的な姿勢で臨みたいということを申し上げているわけでご

ざいます。 

 

○峰崎直樹君 本当は、要するに今年だけでなくて、年金給付以外には年金の掛金は使わ

ないということを、これはもう前の総理大臣も約束したんじゃないですか。議事録、後で

調べてみたら、おっしゃっていますよ。それから、大野功統衆議院議員も、実は、もう年

金以外に年金保険料はびた一文使いませんと、こう言っているんですよ。ところが、新し

い法案を見ると、事務費をいわゆる年金教育だとか、あるいは年金の徴収にかかわる費用

だとか、そういうものも含めて全部それをこれからは年金事務費を使いますよということ

が法案に明記されているんですよ。 

 それで、先ほど、いや、今回は使いませんよと、こうおっしゃっているけど、どうもお

っしゃっている意味が、私、今回も使わないと同時に、これから本当は使っちゃいけない

んじゃないですか。 

 その点について、重大な過去の言質に対する違反があるんで、私は本当に、委員長にお

願いしたいのは、前総理大臣の小泉純一郎さんと、それから大野功統衆議院議員をこの場

に参考人としてお呼びしたいと思うんですよ。どうでしょうか、是非御検討ください。 

 

○委員長（鶴保庸介君） 後刻、理事会にて協議をいたしたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 是非、いろんな問題を含めて、この問題、特に年金の基礎年金番号をつく

ったというのはすばらしい私は英断だったと思います。私は納税者番号制度を入れた方が

いいというふうに思っていますが、歳入庁ということで今日は議論をしません。またいつ

か時間をいただければ歳入庁の問題についても議論をしたいと思いますが、皆さん方のよ

りもはるかにいいということについて。 



 やっぱり番号というのは、こうやってみると、本当に番号がなかったら大変だったんじ

ゃないですか、今、これ入れてなかったら。もうくっ付けくっ付け、もう大変なことだっ

たと思います。そういう意味で九七年のいわゆる導入というものはすばらしい。その後の

名寄せのプロセスが一体どうだったのかと、これには私は大変問題が残ると思っています

ので、是非そういった点について参考人としてお呼びしていただきながら、是非この場で

しっかりと議論して、国民の皆さんに問題点を明らかにしていきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。 

 

 以上で終わります。 


